
 

都市計画法第１７条縦覧の結果 

 

 

 戸田都市計画生産緑地地区の変更（第２４号及び第２８号生産緑地地区の廃止）

に係る縦覧を都市計画法第１７条第１項に基づき行いました。 

 

（１）縦 覧 期 間 令和５年６月１日（木）から６月１５日（木）まで 

 

（２）縦 覧 者 数 ０名 

 

（３）意見書の提出数 ０通 
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